
小田原市事業用再エネポテンシャル見える化システム「Suncle for Business」利用要領 

令和６年９月３０日 ゼ第749号 制定  

 

（目的） 

第１条 この要領は、事業者による本市の脱炭素施策及び再生可能エネルギーの地産地

消の取組が推進されることを目的に、事業用再エネポテンシャル見える化システム

「Suncle for Business」（以下「システム」という。）を小田原市（以下「市」と

いう。）及び小田原市脱炭素先行地域づくり事業プロジェクト管理支援業務委託にお

いて、市から業務を受託したデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同

会社（以下「受託者」という。）以外の者が利用する場合の取扱いに関し、必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領におけるシステムとは、受託者が東京電力ホールディングス株式会社

（以下「東電HD」という。）と使用許諾等の契約を締結することにより、令和10年

（2028年）３月31日まで、市が承認した者を対象に太陽光発電シミュレーションや太

陽光発電設置推奨情報付きポテンシャルマップ等のサービスを利用させるシステムの

ことをいう。 

（利用者） 

第３条 システムを利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、利用者が

法人の場合は、１法人につき１名までとする。 

(1) 地産地消再エネ事業者（小田原市地産地消再エネ事業者登録要綱令和６年９月３

０日制定）第４条第２項により登録されたものをいう。） 

(2) 小田原市太陽光発電設備販売・施工事業者 

(3) その他市長が特に認める者。 

（利用の届出） 

第４条 システム利用を希望する者は、あらかじめSuncle for Business利用開始（利

用者変更・利用終了）届出書（様式第１号）（以下「届出書」という。）を市長に提

出しなければならない。利用者変更及び利用終了をしようとする場合も、同様とす

る。 



２ システムの利用は、令和１０年（２０２８年）３月３１日までとする。 

（利用の承認） 

第５条 市長は、前条の届出書を受理したときは、その者にシステムを利用されること

が適当と認めるときは、利用を承認し、受託者を通じて、東電HDへ届出内容を通知す

るものとする。 

２ 承認結果は、東電HDからアカウント検証のための電子メール（送信元アドレス：su

pport@suncle.jp）が利用者へ送信されたことをもって、通知されたものとする。 

（遵守事項） 

第６条 利用者は、システム利用にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。 

(1) 第１条に掲げる目的のために利用すること。 

(2) 東電HDが定めるSuncle for Business 利用規約を遵守すること。 

（利用承認の取消し等） 

第７条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、システムの利用承認

を取消し、受託者を通じて東電HDに当該利用者の利用停止を依頼するものとする。 

(1) 法令及び公序良俗に反したとき 

(2) この要領のいずれかの条項に違反したとき。 

(3) 虚偽の申請により承認を受けたとき。 

(4) その他市長が適切でないと認めるとき。 

（免責） 

第８条 市は、本システムの利用によって生じた損害又は損失について、損害賠償、損

害補償等その他の法律上の責任を一切負わない。 

（利用料） 

第９条 利用者がシステムを利用するにあたっての利用料は、無料とする。 

（庶務） 

第10条 システム利用に係る手続きは、環境部ゼロカーボン推進課において行う。 

（その他） 

第11条 この要領に定めるもののほか、システム利用に関し必要な事項は、ゼロカーボ

ン推進課長が別に定める。 



 

附 則 

（施行） 

１ この要領は、令和６年９月３０日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和７年３月２４日から施行する。 


